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○施設の今までの工事履歴、必要性等を考慮し限られた予算で、効率的に大規模修繕を行う。
○一時的に児童・生徒の増加する白鬚西地区の教育施設を整備すると共に、生徒等の減少後の施設
利用も考慮し、計画を進める。今まで以上に、都市計画課等と連携し、大規模民間住宅開発の動向
をつかむ必要がある。
○法的に建替えが難しい施設や小規模校への対応を踏まえ、学校の建替え計画や適正配置計画を検
討する。
○コンクリート診断等を行ない、施設の老朽化等についての現状を把握する。
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[平成19年度]

[平成20年度以降]

― ― 15.62% 25.00%

40.00%

― ― 5.70% 13.65%

16年度 17年度 18年度 19年度

　計画的な修繕・学校適正配置計画の作成は、限られた予算を計画
的・効率的に活用し、学校環境の整備・充実を進めるためぜひとも
必要である。

２１年度建設工事完了

実施項目数/（４項目×学校数）
※築10年未満の学校を除く　　累計

実施項目数/（４項目×学校数）
※築10年未満の学校を除く　　累計

― ― 20.00%

施策の分類
分類についての説明・意見等

前年度設定 今年度設定

関連部課名

Ｂ Ｂ

指
　
　
　
　
標

白鬚西地区教育施設整備
の進捗率
大規模改修工事（小学
校）実施率（18年度以降）
大規模改修工事（中学
校）実施率（18年度以降）

100.00%

100.00%

指標に関する説明

○幼稚園、小中学校等について教育の場としてよりよい環境を整備し、教育効果を高める。
○児童、生徒の安全確保を第一に考え施設を整備する。
○教育施設の建替え計画に着手する。

○教育施設には、３０年以上経過したものも多く経年劣化に伴う外壁、防水等の大規模改修工事
を、計画的・効果的に行う必要がある。
○白鬚西地区における市街地再開発事業、民間住宅開発によるファミリー世帯の急増による児童・
生徒の対応が求められている。
○日暮里、南千住、三河島の市街地再開発事業や民間事業者による大規模民間住宅開発により、今
後児童・生徒の増加が予想される地域がある。
○あと１０年もすると、区内教育施設も６０年を経過し建替え時期を迎える。建替えると法的に既
存の面積・規模の校舎がつくれないものや、学校選択制度による小規模校等も存在する。

必要な改修は適切に行うとともに、校舎のコンクリートの強度検査を順次行い、経年劣化による強
度不足が認められた学校については、改築計画を策定していく。
都市計画部門との連携を強め、マンション等の建設状況、人口動向を注視しながら、学齢人口の把
握に努める。

施策の成果とする指標名
指標の推移

目標値
(28年度)

100.00%

内線
教育委員会事務局教育施設課
伊藤勝弘 3320

施策名
部課名
課長名

施策No学校施設等の整備 04-06

行政評価
事業体系

分野 子育て教育都市[Ⅱ]

政策 心豊かにたくましく生きる子どもの育成と生涯学習社会の形成[04]
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合　計

12-02-14 10,198 41,177 Ｂ

12-02-15 28,607 19,271 Ｂ

12-02-12 35,755 36,214 Ｂ

12-02-13 106,834 227,356 Ｂ

62,685 59,290 Ａ

Ｃ

280,760 23,530 Ｃ

12-02-09 ― 27,335 Ａ

309,123 271,822 Ｂ Ｂ

12-02-04 90,071 127,044 Ｃ

事務事業
No

施策推進のため
の分類

前年度
設　定

今年度
設　定

18年度

学習環境整備のためには、計画
的な補修等は不可欠である。

全ての工事は１８年度で完了。

増え続ける学齢人口に対応する
ために、計画どおり整備を進め
る必要がある。

分類についての説明・意見等

学習環境整備のためには、計画
的な補修等は不可欠である。

良好な学習環境の整備のために
は、学校の大規模改修は必要で
ある。

17年度

大規模整備費（小学校）

12-02-16 ― ―

園舎補修・園舎整備

その他整備費（幼稚園）

白鬚西地区幼保仮園舎整
備費

施策を構成する事務事業の分類

その他整備費（小学校）

各校補修（小学校）

大規模整備費（中学校）

その他整備費（中学校）

事務事業名
決算額（千円）

尾久第六小学校校舎増築
工事費

各校補修（中学校）

白鬚西地区教育施設整備
費

12-02-05

12-02-08

12-02-10

Ｂ12-02-02 136,870 136,528 Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｂ

Ｃ

Ｂ

消防法・建築基準法に基づくも
の等、学校の維持管理のために
必要である。

消防法・建築基準法に基づくも
の等、学校の維持管理のために
必要である。
良好な学習環境の整備のために
は、学校の大規模改修は必要で
ある。

―

Ａ

Ｂ

消防法・建築基準法に基づくも
の等、幼稚園の維持管理のため
に必要である。
保育環境整備のためには、計画
的な補修等は不可欠である。

1,060,903969,567

Ｂ
保育需要に対応するためには、
計画どおり整備を進める必要が
ある。


